
 

1 

 

 

 

 

 

 

教育委員会事務の点検・評価 
 

（平成２８年度点検評価書） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年９月 

 

小山町教育委員会 
 

 



 

2 

 



 

1 

 

＜はじめに＞

 

１ 趣旨 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育委員会の事務

の管理及び執行状況について、自己点検及び評価を行い、その結果を議会に提出

するとともに、公表するものであり、ＰＤＣＡサイクル（※）を重視し、次年度

以降の事務執行に資するため、自己点検及び評価を行い、点検評価書としてまと

めることとする。 
 ※「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」抜粋 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 27 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員等に委

任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、そ

の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 

※ ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）、Do（実施・実行）、Check（点検・評価）、Act（処置・改

善）の 4 段階を順次行って 1 周したら、最後の Actを次の PDCAサイクルにつなげ、螺旋を描く

ように一周ごとにサイクルを向上（スパイラルアップ、spiral up）させて、継続的な見直しを

していくこと。 

 

２ 点検評価の対象期間 

  点検評価の対象期間は、前年度４月から３月までの１２か月間とする。 

 

３ 点検評価の対象 

  点検評価の対象は、教育委員会の活動状況、教育委員会が管理及び執行する事

務並びに教育委員会が管理及び執行を教育長に委任する事務を対象とする。 

 

４ 点検評価の方法 

  点検評価の方法は、対象期間における事務の進捗状況等を取りまとめる。なお、

巻末に示している「教育委員会事務に関する数値目標」については、当該結果数

値を記載することとする。ただし、アンケートにより算出される数値については、

当該アンケートを実施した時のみ、結果数値を記載するものとする。 

 

５ 学識経験を有する者の知見の活用 

  学識経験者から自己点検評価に対する意見を聴取し、当該意見を記載すること

とする。 

 

６ 日程 

（１）  ３月末 基準日 

（２）７～８月  事務局による取りまとめ 

（３）  ８月  教育委員会会議にて審議 

（４）  ９月  学識経験者からの意見聴取 

（５）  ９月  教育委員会会議にて審議 議会へ提出 

        

７ 評価書の町議会への提出 

  本評価書を町議会へ提出する。 

 

８ 評価書の公表 

  学校評価とともに本評価書をホームページ等で公表する。 

%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22http:/ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9E%BA%E6%97%8B%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22%22
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＜点検評価＞ 

 

１ 教育委員会の活動 

（１）教育委員会会議等の運営状況 

  ア 教育委員会の構成（４月１日現在） 

  （ア）教 育 長 北郷中学校区選出 

  （イ）教育委員 

    ａ 性  別 男２人 女２人 

    ｂ 年齢階層 ①７０歳代 ２人、 ６０歳代 １人、４０歳代 １人 

           （平成２８年１１月３０日まで） 

           ②７０歳代 １人、 ６０歳代 ２人、４０歳代 １人 

           （平成２８年１２月１日から） 

 

    ｃ 学 区 別 小山中学校区 ３人、須走中学校区 １人 

 

イ 教育委員会会議の開催の回数 

  （ア）定例会を１２回開催した。 

（イ）臨時会を平成２８年１２月１日（木）に開催した。 

 

ウ 教育委員会会議の傍聴状況 

傍聴者はなかった。 

 

エ 教育委員会会議運営上の工夫 

  （ア）教育当事者の声を直接聞くためや子ども達の現状を見分するために、ふ

るさと給食の日に合わせるなど、小・中学校での会議開催を５回、幼稚園

での会議開催を１回実施した。 

  （イ）教育長、部長、専門監及び課長からの報告等において、積極的に情報提

供がなされた。 

（ウ）諸規程の制定等については、極力当該採決会議以前の会議に事前説明を

受け、慎重に審議できた。 

 

オ 教育委員会会議の開催（議事）内容 

    

平成２８年４月２７日 

 ・小山町立小学校児童及び中学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱の一部改

正について  

・小山町立幼稚園保育料徴収条例施行規則について 

・小山町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則及び職務に専念 

する義務の免除に関する規則の一部改正について 

   ・小山町放課後こども教室推進事業実施要綱について 

   ・平成２８年度小山町育英奨学資金の貸付について 

   ・平成２８年度特別支援教育推進委員の委嘱について 

   ・小山町教育振興基本計画について 
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平成２８年５月１６日 

 ・平成２８年度学校評議員の委嘱について  

・平成２８年度小山町教育支援委員会委員の委嘱について 

・平成２８年度小山町一般会計補正予算(第１号)に関する意見申出について 

 ・パブリックコメント用小山町教育振興基本計画について 

    

平成２８年６月２１日 

・生涯学習推進委員会要綱の一部改正について 

・小山町給食委員会委員の委嘱について 

 ・小山町平和教育生徒派遣事業実施計画について 

 ・小山町教育振興基本計画のパブリックコメント結果について 

   ・平成２７年度分（平成２８年度作成）小山町生涯学習施設における指定管 

理者制度に係るモニタリング結果について 

  

平成２８年７月２２日 

 ・小山町教育委員会退職者の再就職に関する取扱要綱について   

 ・小山町金太郎十か条について 

   ・平成２８年度小山町教育講演会実施要綱について 

 

平成２８年８月２５日 

・小山町男女共同参画社会づくり行政委員会設置要領の一部改正について 

・小山町教育振興基本計画について 

 ・小山町一般会計補正予算（第２号）に関する意見申出について 

 ・小山町育英奨学資金特別会計補正予算(第１号)に関する意見申出について 

・小山町青少年問題協議会設置条例の制定について 

・小山町青少年問題協議会規則を廃止する規則について 

 ・小山町生涯学習推進委員会要綱の一部改正について 

 

平成２８年９月２９日 

・小山町子育て支援事業補助金交付要綱の制定について 

 ・平成２７年度小山町一般会計歳入歳出決算について   

 ・平成２６年度育英奨学資金特別会計歳入歳出決算について 

 ・平成２７年度小山町教育委員会事務点検評価について 

 ・平成２８年度前期学校評価について 

 ・小山町教育委員会感謝状贈呈の決定について 

 

平成２８年１０月２８日  

・平成２７年度小山町教育委員会事務点検評価の学識経験者の意見について 

 

平成２８年１１月２２日 

・小山町立小学校・中学校の３学期制について 

・平成２８年度小山町一般会計補正予算（第４号）について 

・平成２８年度小山町一般会計補正予算（第５号）について 

 

   平成２８年１２月１日（臨時会） 

   ・小山町教育委員会教育長職務代理者の指名について 
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平成２８年１２月２１日 

・小山町教職員人事評価意見審査会委員について 

・平成２８年度末教職員人事異動方針について 

 

平成２９年１月２４日 

 ・小山町教育研究奨励賞の選考について   

 ・平成２９年度小山町育英奨学資金の貸付審査について   

・小山町学校通学区規則の一部改正について 

  

平成２９年２月 16 日 

・小山町立幼稚園保育料徴収条例施行規則の制定について 

 ・小山町保育料条例施行規則の一部改正に関する意見申出について  

 ・平成２７年度３月補正予算に関する意見申出について  

 ・平成２８年度当初予算に関する意見申出について  

 ・小山町教育委員会児童生徒表彰について   

   ・小・中学校の卒業式に使用する告辞文について 

・小山幼保育所条例の一部を改正する条例に関する意見申出につい 

    て 

   ・小山町子ども虐待対応マニュアルについて 

   ・小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付要綱の改正について 

   ・小山町立幼稚園管理規則の一部を改正する規則について 

 

平成２９年３月２３日 

・教職員の人事の内申について   

・教育委員会の人事について 

・平成２８年度末組織・機構の見直しに関する規定等の改正について 

・小山町立幼稚園管理規則の一部を改正する規則について 

 ・小山町町単講師配置事業実施要領について 

   ・第４次男女共同参画社会づくり行動計画について 

 ・小山町教育委員会感謝状贈呈の決定について 

   ・小山町立小・中学校処務規定の一部改正について 

 

 （２）教育委員の活動等の状況 

ア 教育委員会会議以外会議等の出席状況 

  （ア）教育長職務代理者  ５９回 

  （イ）その他の委員 延べ１４９回 

 

イ 教育委員の研修状況 

  （ア）静岡県市町教育委員会研修会 

  （イ）駿東地区教育委員会連絡協議会研修会 

  （ウ）教育委員会会議開催時における会場校の視察研修 

  （エ）駿東地区教科等指導リーダー授業研修会の視察研修 

  （オ）御殿場小山授業研修会時の視察研修 

  （カ）県及び町指定研究校の研究発表会の視察研修 
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※評価等 

  ふるさと給食の日に合わせ、学校での教育委員会を開催し、児童生徒の声を聞

くことができた。また、委員各人による学校訪問などにより、教育当事者の生の

情報の取得に努めるとともに、より良い学校運営に資することができた。さらに、

教育委員会会議時での討議により、より良い教育行政の進展に寄与した。 

 

２ 教育委員会が管理・執行する事務 

（１）教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

   グランドデザイン(教育方針）を前年度３月に作成し、学校等に配布し、基 

本的な方針を通知した。 

   教育振興基本計画（町教育委員会版）を、各方面の方々の意見を取り入れ、 

策定した。 

 

※評価等 

前年度教育委員会点検評価書を基に、次年度の基本的な方針を見直すという

ＰＤＣＡサイクルの思想に立ち、基本的な方針を作成した。 

町の教育の基本的な考え方を示すため、全体を網羅したものを作成すること

ができた。総合教育会議及び教育委員会で検討し、教育振興基本計画を発行す

ることができた。 

 

（２）教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

   当該決定会議以前の会議にて、事前に案の説明を受けることを原則とした。 

 

※評価等 

改正の趣旨等をわかりやすい説明を受け、適正に改正が行うことができた。 

 

（３）教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関するこ

と。 

設置及び廃止は特になかった。 

 

（４）教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任

免その他の人事に関すること。 

   県費職員の異動については、その人事方針の確認や事前発言の機会を設けた。 

   人事に関する決裁については、緊急性等の関係から、教育長の臨時代理とし

て整理をしたが、教育長からは適宜情報を受けた。 

 

※評価等 

   県費職員の異動については、適正な内申事務ができている。 

 

（５）法第２７条第１項の規定による教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価に関すること。 

   平成２０年度から、年度中に点検評価を実施していた。 

平成２５年度から、年度終了後に、当該年度の状況に関する点検評価を実施

している。 
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※評価等 

前年度の点検及び評価を行い、次年度基本方針の策定時に、参考とすること

ができ、ＰＤＣＡサイクルを確立することができた。 

 

（６）法第２９条に規定する教育予算その他教育事務で議会の議決を経るべき議案

についての意見の申出に関すること。 

   教育予算その他教育事務で議会の議決を経るべき議案については、議会に上

程する前に教育委員会で検討したが、了承すべきもののみであったため特別に

意見を附する議案はなかった。 

 

※評価等 

   事務局から事前に主要な事業などについて説明を受け、委員の意見を求めて

作成するように努めた。 

 

（７）重要な教育財産の取得を申出ること。 

   対象財産はなかった。 

 

（８）学校その他教育機関の敷地を選定すること。 

   対象はなかった。 

 

（９）重要な工事の計画を策定すること。 

   対象はなかった。 

 

（10）学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。 

   明倫小学校特別支援学級の通学区域の一部改正が行われた。 

 

３ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

（１）生涯学習の環境整備 

 

ア 生涯学習推進体制の整備 

（ア）生涯学習推進委員会の開催による推進施策の検討 

     生涯学習推進委員会で、平成２７年度事業の報告、意見交換を行った。 

 

（イ）生涯学習推進講演会の実施 

１１月５日に漫画家でスポーツライターの「やくみつる」氏を講師に招

き、「豊かな人生を送るための秘訣」をテーマに講演会を開催。 

 

（ウ）生涯学習フェスティバルの充実 

   ２月２５日、２６日に体験・展示ブースによる町民の生涯学習の成果を

発表する場をつくり、フェスティバルを開催。多くの方々に生涯学習のき

っかけを提供した。 

 

（エ）ＮＰＯ支援室の設置 

   生涯学習課の事務所内にＮＰＯ支援室を設け、ＮＰＯ相談をはじめ、民

間ネットワーク事業の実施や広報等の充実を図った。 
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（オ）町民文化祭の充実 

   ２日間の日程で町民文化祭を開催。 

体験と出店の増加や参加者の協力により来場者も増え、好評であった。 

 

イ 体育施設の指定管理 

平成２７年度から総合文化会館・図書館、総合体育館、多目的広場、小山

球場、小山道場、弓道場、パークゴルフ場、夜間照明施設（３施設）の９施

設に指定管理を導入し、指定管理者と連携して体育行政の推進を図っている。 

 

ウ 生涯学習の拠点施設の整備充実 

５０万円以下の軽微な修繕について指定管理者が行い、５０万円以上、緊

急性を要する修繕については町が行った。町が行った主な修繕は下記のとお

り。 

・総合文化会館 金太郎ホールスピーカー修繕 

・総合体育館 玄関自動ドア修繕 アリーナ床修繕他 

・小山球場 内野整備 

 

エ 生涯学習情報の提供 

生涯学習情報紙を４月に全戸配付し、趣味教室、子ども向け事業、自主文

化事業、図書館事業等の年間計画を周知した。 

広報おやまの夢ひろばや無線放送を活用し、さまざまな情報発信を行った。 

 

オ 学校支援地域本部の体制整備と事業の推進 

国費等の補助を受けコーディネーターを配置し、学校応援団ボランティア

登録者の活用や学校と講師の日程調整等を行った。また、コーディネーター

及び社会教育指導員が学校へ出向き、要望を直接聞いて調整する方式を推進

した。 

町の生涯学習の推進のため、ボランティア登録者を趣味教室等の開講を依

頼し、より一層の活用を図った。 

 

カ 中学生ボランティアの充実 

  中学生２４７人がボランティアに登録し、金太郎夏まつり、町民体育祭、

成人式、生涯学習フェスティバル等、町内２９のイベントへのボランティア

を計画し、中学生が地域で活躍する場を提供した。１年間で延べ４８２人の

中学生が参加した。 

 

キ 施設の一部賃貸 

  町史編さん資料室の１階部分を、平成２２年１０月から小山町テレビ共聴

組合に賃貸。 

 

※評価等 

  生涯学習の環境整備では、指定管理となったことにより民間のノウハウを

取り入れることができた。 

生涯学習フェスティバルでは、町内幼稚園・保育園・こども園の発表の場

として「園まつり」を開催することができた。 
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ＮＰＯ支援室では、ＮＰＯ団体を中心とした各種教室を開催し、ＮＰＯ同

士の交流を図ることができた。 

中学生のボランティアについては、中学生の登録が増え、町内のイベント

へ多くの中学生が参加した。 

ボランティアコーディネーターについては、町民との協働を進めるために

ボランティアを更に有効的に活用する必要がある。中学生による職場体験に

ついては、学校、生徒、事業所等と協議が不可欠であることから綿密な調整

を行うとともに、生徒の社会参加に貢献できた。 

   

   

（２）幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校教育の充実 

 

ア 乳幼児の個性が活かされ、温かさが実感できる幼稚園・保育園・こども園 

 

（ア）乳幼児の個性が活かされ、温かさが実感できる幼稚園・保育園・こども

園乳幼児との信頼関係を築き、生命の保持及び情緒の安定を図り、心身 

の調和のとれた発達の基礎を培うことに努めた。 

   乳幼児一人ひとりの成長に応じた質の高い保育・教育を行い、生きる力

の基礎を育んできた。 

   園全体で、保護者との連携を密にすると共に、気軽に相談できる雰囲気

作りに努めた。 

 

（イ）備品の充実を図る 

遊具・施設・図書等の備品について、必要に応じて購入し、保育の充実

に役立てている。 

 

（ウ）研修を推進する 

２８年度より「小山町幼保の会」に私立菜の花こども園が加入し、 

町内幼稚園・保育園・こども園の運営の一体性と子どもの育ちを支える

保育・教育の一貫性を目指した体制を構築した。 

     また、幼保の会統一テーマを「生きる力の基礎を培う保育の創造」とし、

各園で研修テーマを掲げ、それに基づいた公開保育を各園１回実施した。

その中で、職員が互いの保育について研究・検討し、保育の質の向上につ

なげた。また、園長部会を毎月、幼保こ主任部会、各年齢別部会、調理部

会をそれぞれ年４回実施するとともに、外部から講師を招く研修を年３回

行った。一年間の研修成果を２月に発表し職員の専門性を高めた。 

     職員は様々な主催による研修会に積極的に参加した。また、教育委員会

所属の統括支援員による「特別支援教育」「主任研修」等の研修会を実施

し該当職員が参加した。 

 

（エ）子育て支援拠点センター 

町の子育て支援の拠点として、きたごうこども園に子育て支援センター

を開設し、未就園児が安心して遊べる場所や保護者の情報交換の場所の提

供とともに子育て相談等を行った。 

   幼稚園は、月１回の「わくわくランド」で園行事への参加、園児と未就

園児や地域の方との触れ合いを行なった。 
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保育園は、子育て支援センターとして未就園児や地域の方に対して、遊

戯室・園庭の開放、園行事への参加を推進した。また、「ぺんぎんラン

ド」として、ぺんぎんランド行事（８回）実施した。 

また、「子育て通信」を月１回発行し、各園の行事予定や未就園児向け

の催し等を知らせた。 

 

（オ）地域に重点目標の開示をする 

地域版のおたより等で、園目標・重点目標等を開示し理解を求めた。 

 

（カ）国際理解に努める 

月 1 回の ALT による英会話教室を導入し、英語に触れる機会を設けた。 

 

（キ）「開かれた園を目指して」の取組みを進める。 

町民大会、各地区の体育大会、文化祭等の地域行事に積極的に参加した。 

各幼稚園・保育園・こども園で定期的に、園だよりを作成し、保護者に

配布した。また、地域に園だよりを回覧し行事や園生活の周知に努めた。 

     さらに、地域の老人会との「世代ふれあいの日」を年１回実施した。 

 

（ク）園評価を実施する                       

各幼稚園・保育園・こども園は９月に職員、１２月に保護者・職員を対

象としたアンケートを実施し、評価書を作成し保護者にも開示した。また

年度末にアンケート結果を保護者に通知した。     

 

（ケ）教育課程に関する研究を進める 

小山町統一の教育課程に基づき、各園の実態に合わせた教育課程を実践

した。 

       

（コ）特別支援教育等保育の充実と安全のために支援員を定数外配置する 

平成２８年度から、就園支援委員会を設置し、特別な支援を必要と園児

の掌握をするとともに、７園に特別支援員１６人を配置した。 

また、特別な支援が必要と思われる園児や保護者に対して、専門家によ

る「巡回相談」、相談員による「なのはな相談」を実施した。 

さらに、特別支援コーディネーターを中心に園内支援委員会を定期的に

実施し、特別支援教育について職員間で共通理解を図った。 

 

（サ）環境の整備に努める 

害虫の駆除等を実施し、よりよい環境作りに努めた。 

また、保護者やシルバー人材センターなど地域の方のボランティアの協

力を受け環境整備に努めた。 

            

（シ）遊具の保守点検等施設設備の整備に努める 

年１回の保守点検を実施し、要修理の遊具に対し修繕等を行った。     

 

（ス）園児の安全確保に努める 

避難訓練、引渡し訓練、防犯訓練、モビリタ親子交通教室を各１回実施

した。     
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交通安全指導員による交通教室を２回、職員による降園指導を実施した。    

御殿場市医師会主催の「感染症予防対策等」の研修に参加した。 

 

（セ）園庭の芝生化事業 

園児の運動意欲の増進、身体能力・体力向上、夏場の暑さ軽減を目的と

して、足柄幼稚園、駿河小山幼稚園、すがぬま保育園、きたごうこども

園の芝生化を維持した。 

 

（ソ）民間施設（菜の花こども園）支援事業 

   子ども・子育て支援法に基づき、運営費として施設型給付費を給付し、

子育て支援事業費（延長保育、病後児保育等）に対し、補助を行った。 

 

（タ）スクールバスの運行について 

   駿河小山幼稚園に通う園児の登降園時における安全確保のため、こども

育成課所有のマイクロバスの運行業務を委託し送迎を行った。 

 

（チ）園・小・中の連携について 

   小学校・中学校教諭の２年次研修として、幼稚園での１日体験を実施し

た。また、小学校との間で年２回情報交換会を行ったり、公開保育や園で

の巡回相談時に小学校へ参加を呼び掛けたりしている。 

保・幼（こ）・小・中の一貫教育の体制を作り、職員同士や園児・児

童・生徒との交流会などを実施し、連携を図った。 

   園・小・中連携の研究検討のため研修交付金を交付した。 

 

（ト）保育料・幼稚園保育料助成事業 

   保育料は第２子半額免除、第３子以降は全額免除とし、幼稚園保育料は、 

第２子以降は全額免除とする多子軽減施策を実施した。 

 

※評価等 

社会情勢の変化に対応するため、職員の資質の向上が欠かせないものとな

り、研修の重要性が高まっている。各種研修会の参加や幼保の会の研修を更

に充実させ、保育の質や専門性の向上に努めた。 

家庭との連携について、引き続き、送迎時の連絡やお便りなどを通して、

丁寧なやり取りを行い、家庭との信頼関係を深めてきた。     

特別な支援を必要とする園児が増え、特別支援教育の重要性が高まってい

るため、支援員の確保の充実や特別支援に対する研修を行い、専門的知識を

高めた。 

子育て支援の役割として、「わくわくランド」「ぺんぎんランド」の充実

を図り、引き続き保護者に子育ての楽しさを教え、地域に根差した子育て支

援センター的役割を行っていく。 

地域の行事に積極的に参加したことで、地域の活性化に貢献できた。 

乳幼児に対する就園指導及び保育者に対する指導・相談を充実するため、

就園支援委員会の開催及び統括支援員やこども相談員を設けたことにより成

果を上げている。 

足柄幼稚園、駿河小山幼稚園、きたごうこども園園庭の芝生は、地域のボ

ランティアの熱心な協力のおかげで、一年を通して青々とした芝生の上を園
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児が裸足で駆け回っており、事業の目的を達成できている。すがぬま保育園

においても地域ボランティアの協力を仰ぎ定期的に作業ができるよう努めた

い。 

 

イ 明るく楽しい小学校、学ぶ喜びのある中学校、可能性を伸ばし夢のある特

別支援学級 

 

（ア）自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や

能力を育てる。人権尊重、生命尊重の実践力を育てる 

各学校の学校目標やグランドデザインの中に知・徳・体の各項目を取り

入れ、その育成に努めた。 

各種学校訪問時に学校の説明を受けるとともに必要な指導を行い、学校

はそれを受け、工夫しながら実施した。 

 

（イ）豊かな人間性、指導力の向上のために、教職員の研修を進める 

小山町教育委員会が研究指定校を設置し、指定校は２年間の研究の成果

を発表した。 

平成２８年度、北郷小学校が研究指定校２年目として、「みんなで解決

する学びの楽しさを味わい、主体的に学ぶ子どもの育成」を研究主題に研

修の成果を発表した。 

指定研究校以外の学校に対しても、研修費用を助成し、教職員の更なる

資質の向上を図った。 

御殿場市教育委員会と合同の授業研修会を６月に実施し、町内では小学

校２校、中学校２校の合計４校が会場校となった。 

また、１１月には、駿東地区教科等指導リーダー授業研修会を実施し、

町内２人の教科リーダーが授業を公開した。 

更に初任者である教諭４人に対し、初任者研修を実施した。 

県教育委員会の研修計画に従い、関係職員も研修に参加した。 

その他にも、教育研究奨励賞の論文を募集（２月１５日授与式）、２０

代３０代の教職員対象の授業研修会、全教員に対する講演会として小山町

教育講演会等を開催した。 

また、特別支援教育総合推進事業として、特別支援教育研修会を３回実

施したり、巡回相談を各校２回ずつ行ったりするなど、各学校等の特別支

援教育体制の向上に努めた。 

 

（ウ）児童生徒の基礎学力の定着を図るとともに、評価の充実に努める 

小学校低学年の支援のため、町費で小学校１年生または２年生の学級に

低学年支援員を配置した。 

中学校教科指導の充実のため、専科教員のいない北郷中学校及び須走中

学校に、県費による家庭科、美術の非常勤講師を配置した。また、県費に

よる社会活用の配置により、北郷中学校に英語の講師を派遣した。 

上記以外でも、県による加配を受け、少人数授業やＴＴ授業等を実施し

た。また、加配を受けられない学校についても、工夫して少人数授業やＴ

Ｔ授業等を実施した。 

読み聞かせボランティアを利用して読書の楽しさを醸成するとともに、

授業開始前等に読書時間を碓保するなど、読書活動を推進した。 
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全国体力・運動能力、運動習慣等調査（小５年生、中２年生）に参加し、

体力の実態を把握し、全校運動を展開するなどの工夫をした。 

キャリア教育として、職場体験や地域の方等を招いた講演会等を実施し

た。 

 

（エ）不登校・生徒指導対策を進める 

平成２８年度の長期欠席（３０日以上）児童生徒数は、２６人であった。 

不登校児童生徒に関して、金太郎教室（適応教室）を設置し、社会教育

指導員２人を配置し、当該児童・生徒の受け入れや相談を行った。来室時

には、個に応じた授業計画を立て、振り返りを行う中で生徒理解を行い、

通常の学校への復帰のきっかけとなるよう努めた。 

また、社会教育指導員、こども相談員、専門監、指導主事、授業アドバ

イザー、総括支援員・ＳＳＷによる毎月１度の金太郎会議を開催し、長期

欠席の児童生徒に関するケース会議を行った。 

警察、関係者や県の児童相談所、民生児童委員等が参加する生徒指導連

絡会を３回開催するとともに、実践研修中心となる生徒指導研修会を５回

開催した。 

県費のスクールカウンセラーが各校に配置され、相談活動を行った。ま

た、スクールソーシャルワーカーも中学校区に１人ずつ配置され、各機関

へつなぐ方向で活動した。 

各学校にいじめ対策委員会を設置し、対応の迅速化を行った。各学校は、

町教育委員会にいじめ、問題行動等の事案を迅速に報告するとともに、学

校と教育委員会が連携して対応にあたった。 

また、いじめ防止対策推進法の施行を受け、各校が策定した「いじめ防

止基本方針」を町のホームページに掲載した。 

この方針の中にあるように、必要に応じ警察、福祉担当等の関係機関と

連絡を取り合う対応ができるようにした。 

 

（オ）学校における事務の充実を図る 

学校の事務充実や教員の事務負担軽減のため、小山中学校を除く７校へ

パート事務員を配置した。小山町内の事務取りまとめ校である小山中学校

は、臨時事務員を配置した。 

 

（カ）開かれた学校を目指す取り組みを進める 

学校だより、学年だより等を作成し、保護者に配布するとともに、学校

だよりについては、地域にも回覧した。 

学校評議員を設置し、学校経営に対する意見を聴取した。 

すべての学校が、町ホームページに、グランドデザインや行事・生活の

様子等の学校に関する情報を掲載した。 

 

（キ）情報教育の充実を図る 

情報教育機器は、リース契約を締結している。平成 29 年度から校務シ

ステム導入に向け学校と打ち合わせをし準備を進めた。また、各学校に設

置しているファイルサーバーを役場本庁一括でのセンターセンターサーバ

ーとするため、総務課との調整を行った。 
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（ク）国際化教育を推進する。小学校での国際理解の充実を図る。 

ほぼ中学校区ごとで１人のＡＬＴを配置し、町内全体で３人を配置した。 

 

（ケ）地域教材等の活用を図る 

平成２６年度に作成した社会科副読本「おやまー富士山と金太郎のまち

ー」を小学校に配布し、各校で活用した。 

 

（コ）学校教育環境の充実を図る 

学校の要望を調査し、施設・設備・教材備品を充実に努めた。 

遊具・体育器具を点検し、修繕が必要なものは修繕した。 

   

（サ）学校図書館の充実を図る 

     ４人の学校図書館支援員がそれぞれ２校を担当して、学校図書館の蔵書

の整理や図書室利用者に対しての助言等を行い、読書環境の充実を図った。 

学校図書の蔵書数については、国の定めている冊数以上を確保しつつ、

図書の充実に努めた。 

 

（シ）学校給食の安全・充実を図る 

すべての給食員、栄養教諭及び栄養士が参加して、５月に東部保健所職

員を講師とした衛生管理講習会を実施した。 

５月及び１１月に、栄養教諭・栄養士及び臨時給食員で、給食業務につ

いての検討会を行った。 

各学校の給食室で行う衛生管理研修会に、栄養教諭・栄養士が給食調理

場での業務について研修をした。 

食材購入や献立の作成、衛生管理について検討する学校給食委員会を開

催し、学校給食の安心安全の確立に努めた。 

保護者等による試食会を実施した。 

調理室のドライ運用に努めた。 

給食食材の放射能検査を実施した。 

給食食材及び調理済食品の細菌検査を実施した。 

 

（ス）就学奨励・援助を推進する  

３月末現在で、要保護対象児童生徒は０人。準要保護対象児童生徒は７

８人（小学校４６人、中学校３２人）が在籍し、学用品費及び給食費等の

就学援助費を支給した。 

特別支援学級在籍者である２４人（小学校１８人、中学校６人）に対し

て就学奨励費を支給した。 

遠距離通学者への支援については、１１１人に支給した。 

 

（セ）町での単独設置が困難なため、御殿場市教育委員会が設置している「こ

とばの教室」の運営費の一部を負担し、該当幼児児童の言語相談を進めた。 

平成２８年度は、小学生９人及び幼児２人が、通級指導を受けた。 

 

（ソ）中学校の進路指導・部活動の支援を進める 

キャリア教育（生き方の教育）として、職場体験、地域の方を招くゲス

トティチャー、高校説明会の参加など各校が工夫して実施した。 
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部活動においては、県大会等への交通費支援や優先的な施設貸し出し等

を実施した。 

 

（タ）児童生徒の学校内外における安全、安心を図る 

小学校１年生に対して、防犯ブザーを配布した。 

防災安全計画を学校安全計画に含め、学校経営書に明記し、防災教育や

訓練の充実に努めた。 

登下校の安全対策として、定期券の購入補助を行った。 

携帯電話メールを利用した連絡方法を活用した。 

 

（チ）豊かな体験活動を教育課程に位置づける 

総合的な学習の時間、特別活動等を中心に、各教科・領域を通して、体

験活動を次に生かす工夫をした。 

 

（ツ）ボランティア活動の奨励に努める 

   生涯学習課担当者と連携して、町行事のボランティア活動に多くの中学

生が参加した。２２事業 延べ３４５人が参加した。 

 

（テ）書道科授業の実施 

小学校１年生及び２年生に対して日本の伝統芸術である毛筆による書道

に触れ、日本の伝統的な文化を大切にしようとする姿勢の基礎を培い、筆

使いに慣れ親しみ、毛筆の基礎基本を身につけることを目的に書道科の授

業を実施した。 

 

（ト）心の教育を推進する 

学校における教育活動を通じて道徳の時間を中心に道徳教育を推進した。 

県費スクールカウンセラーを有効に活用し、教育相談を実施した。 

朝食に関するアンケートを実施し、朝食摂取への啓蒙を図った。 

メディア対策については、校長会、養護教諭部会、生徒指導部会、ＰＴ

Ａなどで取り上げ、各校が工夫した児童生徒指導を行った。 

外部の人材を利用したミニ講演会を実施するなど、各校が工夫した活動

を行った。 

 

（ナ）数値目標を学校目標に積極的に使うよう努める 

各学校のグランドデザイン上に、すべての学校で、何らかの数値目標を

掲げた。 

 

（二）学校評価を実施し、公開する 

前期と後期に実施し、公開については教育委員会評価とともに実施する

こととした。 

 

（ヌ）特別支援教育のための特別支援員を必要な学校に配置する 

小学校に９人及び中学校に３人の支援員を確保し、各学校の状況を検討

した結果、通常学級においては、各学校に１人を配置し、特別支援学級に

も配置した。支援を必要とする児童生徒に対して生活支援等を行い、各学

校の学習環境の充実に資することが出来た。 



 

15 

 

（ネ）こども相談員による巡回相談を実施する 

     こども相談員２人を配置し、相談室をきたごうこども園内に設置した。

主に支援を要する児童生徒について、教員、家庭等に助言等をした。 

 

  （ノ）授業力の向上を図る 

     教員の授業力の向上のために授業アドバイザー２人を配置し、授業参観、

事後指導等を実施して、教員の授業力の向上を図った。また、授業アドバ

イザーは、校内研修にも積極的に関わり、指導及び助言を行った。 

     具体的には、各小中学校月に１度の訪問による若手教師の授業指導。年

４回の授業研究。その他、支援員研修会や講師研修会、教頭研修会も行い、

各研修会で、助言を行った。 

 

※評価等 

教員が子どもと向き合う時間を増やすために事務仕事の減量化に留意した

が、目立った減少とはならなかった。そのため、学校の事務量の減少に向け、

校務支援システムの導入について計画を立てた。 

学校の安全対策の一つとして、携帯電話メールを利用した連絡方法を導入

している。同一の情報が同時に配信できるため、有効に活用できている。 

災害時に、携帯電話の通信が困難となることが予想されるが、有用な伝達

方法なので、今後も継続する。 

平成１９年度から実施している特別支援巡回相談は、教職員の力量の向上

や個別の対応について大変有意義であったので、今後も継続していく。校内

では特別支援コーディネーターが中心となり個別の教育支援計画等を作成し、

特別支援体制の確立を図っている。個別の教育支援計画については、保護者

と共に作成していくことが望ましいが、保護者の理解を得るところに課題が

あるため、各機関との連携や、保護者との連携に係る研修等を実施していく。 

「ことばの教室」については、単独設置が困難なため、引続き御殿場市教

育委員会が設置しているものを利用していく。 

在籍児童生徒が多い特別支援学級へ特別支援員を配置することができ、学

校運営に寄与することができた。小山町も特別な支援が必要な子どもが増え

つつあり、対応を余儀なくされている。そのため、特別支援員の配置を今後

も継続していく。 

各学校で個別に実施する研修について、積極的に実施に関する情報発信を

行い、他の学校の教職員が参加できるシステムを作っていく必要があるため、

指導主事を中心に、町内各学校の校内研修計画等を他校に情報提供していく。 

学習指導要領の改訂や教科書採択に伴う備品等を計画的に購入する必要が

あり、各校に周知徹底していく。 

各中学校区ごと１名のＡＬＴを配置したことにより、中学校の英語の授業

において、英語教諭とＡＬＴとの英会話の授業形態で行うことが多くなり、

小学校においても外国語活動の授業が充実してきている。 

給食の食材費については法で保護者が負担することが明記されている。安

心・安全な給食を実現するために極力国産品を使用していることや１２年間

給食費を据え置いていることなどから、アンケート調査等を実施し、学校給

食委員会で検討した結果、平成２６年度から給食費を値上げ、今後も３年ご

とに値上げの必要性について検討していく。 
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小学校の老朽化による緊急修繕箇所が増え、計画的な補修等ができていな

い。そのため、学校施設等長寿命化計画案の検討を進め、学校施設のユニバ

ーサルデザイン化と共に、計画的な補修等を行っていく。 

子どもの生育歴及び指導計画については、保護者の了解を得て幼保から小

学校、小学校から中学校への情報の伝達は実施しているが、さらに幼稚園、

保育園、小学校及び中学校の情報の共有化を推進していく。 

教師力の指導力向上のために、研究指定校で研究し、その成果を発表して

いるが、指定されない学校に対して助成金を交付し校内での研修の充実を図

ることができた。 

学校図書館経営充実のため、図書室支援員を４人配置し、学校図書室の活

用が充実してきた。成果を生かすため、図書支援員の配置を継続していく。 

低学年書道科の授業においては、学習指導要領の重点指導項目の一つであ

る「伝統や文化に関する教育の充実」について、書道を窓口とし、毛筆の指

導だけでなく、ことわざ、古文・漢文の音読など古典に関する学習の充実が

低年齢から円滑に図れている。 

また、書道特有の落ち着いた授業の雰囲気は、小学校低学年時より、じっ

くりと机に向かい文字を書く習慣を身につけることに成果を上げている。さ

らに、外部講師（書道科指導者）の話をしっかりと受け止めようとする授業

態度は、「聞く力」を育むことにつながっている。このような成果は、書道

科以外のどの授業にも、落ち着いた授業態度で臨むことができる生徒指導上

の基本姿勢づくりに効果的である。 

平成２８年度より、教員を定年退職した書道経験者に担当していただいて

おり、成果を上げている。 

指導主事は現在１人の配置のため、学校に対しての十分な指導ができない

ので、今年度授業アドバイザーの配置は教員に対しての授業力向上を図るう

えで有効であった。今後、指導主事配置数の検討も含め、生徒指導、教職員

の指導等をさらに充実させていく。 

    こども相談員は、町内幼稚園、保育園、小中学校の幼児、児童及び生徒 

きめ細やかな理解が一元的になされることで、問題等早期の把握及び対応に 

つながっている。今後も配置を継続すると共に、相談業務の充実を図ってい 

く。また、金太郎教室（適応教室）は、不登校児童・生徒や保護者と学校を 

繋ぐ大切な役割を担い、通常学校生活への復帰に向けて成果を出している。 

 今後もこども相談員との連携を図り有効的に活用するため体制の運用方法 

をさらに検討していく。 

 

 

 

（３）児童福祉の充実 

ア 子育て支援の充実 

（ア）放課後児童クラブの活動 

  保護者の労働等により、保護者等が昼間家庭にいない小学校の児童に対し、

第二の家庭のような生活の場を確保し、遊びや活動を通じて放課後を楽しく

過ごした。 
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（イ）延長保育 

保護者の就労の多様化、勤務時間の増加等による保育需要に対応するため 

４保育園で実施した。 

延長時間は、午後６時から午後６時３０分（きたごうこども園：午後６時

から午後７時００分）で、利用料については、児童１人１回につき３０分以

下１００円、３０分を超え６０分以下２００円。年間延べ１，６４１人が利

用した。 

 

（ウ）一時的保育 

  保護者が病気や介護、職業訓練、冠婚葬祭等で家庭にて保育ができない保

護者に対し、一時保育を実施した。 

年間延べ３４８人が利用し、子育て支援として実施できた。 

 

（エ）小山町子ども・子育て支援事業計画策定 

  平成２４年８月「子ども・子育て関連３法」が成立し、平成２７年４月か

ら新たな「子ども・子育て支援新制度」開始された。そのことに伴い「小山

町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、平成２８年度は、子ども・子育

て会議を２回開催した。 

 

 

（オ）ファミリーサポーセンター 

  保育所等の従来サービスでは補うことのできない時間に、子どもを預かり、

必要に応じ食事を提供する等の支援を行った。 

委託会員６７人 受託会員２２人 委受託会員１８人（年度末） 

平成２８年度は延べ３１４件の利用があった。その中で、「保護者の短時

間・臨時的就労の場合の援助」「保育施設までの送迎」のための利用が１７

２件と多かった。 

 

（カ）要保護児童対策協議会 

  保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児

童の早期発見及び適切な保護を図るために設置。 

児童福祉、保健、医療、教育、労働、警察及び人権擁護の各関係機関で組

織し、積極的な情報交換で連携を深め、要保護児童やその保護者の支援を行

った。 

代表者会議を年１回、実務者会議を年４回、ケース検討会議を毎月、年１

２回、個別ケース検討会を８回実施した。 

 

イ 障害者福祉の充実 

（ア)児童発達支援 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就

学の障害児を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練等を行った。 

また、町立保育所での保育が困難なため、富岳学園に通う園児の通所給付

費を支弁した。 

    児童発達支援サービス利用者８人（年度末） 
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（イ）放課後等デイサービス 

学校教育法第１条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く）に就学し

ており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児を対象に

放課後等デイサービスを行った。 

御殿場特別支援学校や支援学級に通う児童が主に利用した。 

放課後等デイサービス利用者１７人（年度末） 

 

※評価等 

放課後児童クラブは、児童の健全育成と共働き家庭の子育て支援を図るた

め、今後も続けていかなければならない事業ではあるが、年々増えている利

用希望者に対応するため、施設の確保や資格等をもった指導員の確保と雇用

体制の充実を図り、子どもの安全対策に努める必要がある。 

平成２７年度から小山町子ども・子育て会議を開催し「小山町子ども・子

育て支援事業計画」の推進状況報告等を行った。 

ファミリーサポートセンターの活動内容があまり知られていない状況にあ

り、今後さらなる PR 等を行っていきたい。 

児童発達支援、放課後等デイサービスの利用者に対して、身近な地域で支

援が受けられるよう、どの障害にも対応できるようにするとともに、引き続

き、サービス提供事業者との連携を深めていきたい。 

 

（４）青少年を育む活動及び家庭教育の推進 

ア 青少年を健やかに育む 

（ア）子育て支援事業の充実 

     総合文化会館で開催のぺんぎんランドで子育て支援センター職員に協力

してもらい、子育ての相談を実施した。また、子ども向けの教室等につい

ては、親子で参加出来る事業を多く実施した。 

No. 教室名 実施日 指導者 対象 
人数 

累計 

1 
父の日プレゼント作り 

（マガジンラック） 
6月 4 日 

特定非営利活動法人 

土に還る木森づくりの会 
幼児と保護者 

小学生 
16 

2 わくわく科学教室 
8月 9 日 

8月 16日 

講師ボランティア 

米山 豊 氏 

小学生と 

保護者 

24 

14 

3 ハロウィンパーティー 10月 23日 
中学生ボランティア 

生涯学習課職員 

幼児と保護者 

小学生 
20 

4 クリスマス会 12月 17日 

生涯学習課職員、図書

館ボランティア、中学

生ボランティア 

幼児と保護者 

小学生 
18 

5 

わくわくクッキング① 

（クリスマスロールケーキ作

り） 

12月 17日 
講師ボランティア 

湯山 小百合 氏 

幼児と保護者 

小学生 
13 

5 

わくわくクッキング② 

（バレンタイン チョコレー

ト菓子作り） 

2月 11日 
ボランティア 

佐藤公子氏・勝亦智子氏 

幼児と保護者 

小学生 
18 

7 ぺんぎんランド 毎週木曜日 
子育て支援センター職員 

生涯学習課職員 

未就学児 

保護者 
1,742 
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（イ）子ども会活動の支援 

     町子連球技大会、子ども会ボランティア実践活動等の支援を行った。ま

た、３町合同ジュニアリーダー研修会、写生画展、年間行事子ども会活動

展示等の支援を行った。 

 

（ウ）青少年健全育成団体活動への支援 

     ＰＴＡ連合会、ボーイスカウト御殿場小山地区、ガールスカウト静岡県

第３３団及び３４団、竹之下太鼓保存会、大富士公時太鼓保存会、連合青

年団、青少年健全育成会、子ども会育成連合会に助成金を交付するととも

に、活動支援を行った。 

 

（エ）青少年活動指導者リーダーの育成 

県主催の青年の船等の研修事業に小山町からの参加者がいる場合は交付

金を支出することとしているが、平成２８年度は参加者がなく支出はなか

った。 

   

（オ）成人式の実施   

町内中学生が司会やよさこい、琴の演奏を披露、また、青年団、婦人会

等の各種団体の協力により開催した。 

 

（カ）通学合宿等の実施 

No. 事業名 実施日 支援内容等 参加者 参加人数 

１ 成美小通学合宿 9 月 29 日～10 月 1 日 
計画の支援 

活動の支援 

緊急時の対応 

４年～ 

６年 
30 人 

2 明倫小防災合宿 8 月 6 日～7日 
計画の支援 

活動の支援 

緊急時の対応 

全学年 38 人 

3 足柄小通学合宿 9 月 29 日～10 月 1 日 
計画の支援 

活動の支援 

 

４年～ 

６年 
29 人 

4 北郷小通学合宿 10 月 6 日～8 日 
計画の支援 

活動の支援 

緊急時の対応 

４年～ 

６年 
16 人 

5 須走小通学合宿 10 月 20 日～22 日 
計画の支援 

活動の支援 

 

４年～ 

６年 
36 人 

 

イ 家庭教育の充実 

（ア）家庭教育学級の実施 

     町内の全幼稚園、全小中学校で実施し、費用の一部を支援した。 

 

（イ）家庭教育に関する情報の提供 

     社会教育指導員を配置し、情報の提供に努めている。 
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（ウ）家庭教育指導者の養成 

     各学校に家庭教育主事を設置し、５月に研修会を開催した。また、各学

校からの要請により、社会教育指導員等を派遣し、指導に当たった。 

     

ウ 青少年を取り巻く環境の整備 

（ア）青少年補導員活動の実施 

     青少年補導員を委嘱し、１５人の青少年補導員と生涯学習課職員５人で、

各地区３～４回の補導を実施した。 

 

（イ）有害図書等の排除 

     社会教育担当職員が、町内すべての書籍販売所（コンビニ）を現地確認

し、指導した。夏季と冬季に各１回実施される県内一斉補導において、町

内で書籍を販売する全てのコンビニを確認し、有害図書等の排除に努めた。 

 

エ 相談事業の推進 

こども育成課にこども相談員を配置し、保育園、幼稚園、こども園、小中

学校等に対して巡回指導を行い、さらに、電話相談の出来る体制とした。 

こども育成課では、指導主事による相談を随時受け付けている。 

 また、不登校の子どもたちの相談や勉強する場を提供する「金太郎教室」

を開設した。 

 

オ 育英制度の推進 

育英奨学金は、大学生１３人及び高校生２人に貸与した。 

奨学資金貸付金の月額は大学生 30,000 円、高校生 12,000 円 

 

※評価等 

基本的な生活習慣・生活能力・豊かな情操、他人に対する思いやり、生命を

大切にし、善悪の判断ができるなどの基本的倫理観，社会的なマナー、自制心

や自立心などを培うことが家庭教育の重要な役割であることを認識し、家庭教

育を推進した。 

近年、家庭教育の崩壊が懸念される中で、更なる事業の推進を図っていきた 

  い。 

通学合宿は、子どもたちが学校や家庭を離れた環境で仲間と協力しながら、

自分たちの力で生活体験することにより、日常生活に必要な生活能力を習得す

るとともに、お互いの立場を理解し協力し合う心をはぐくむことができた。ま

た本合宿では、子どもたちの体験活動を支援するために、地域の諸団体が関わ

ることで地域のコミュニティーの形成にもつながっている。 

青少年補導については、青少年健全育成のための啓発活動としても有効であ

り、青少年だけでなく、その保護者にも声かけをすることにより、非行抑止に

繋がった。 

 

（５）豊かな人生を創出する社会教育の充実 

ア 学習機会の提供と充実 

（ア） 町民の生涯学習を充実するため各種講座、教室、展示を指定管理者が

開催。 
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＜趣味教室＞ 

No. 教室名 実施日 講師 対象 
参加 

人数 

1 ピアノ教室 全 33 回 カワイ楽器 年少～一般 98 

2 
こどもえいご教室 

（ベビー） 

月 1 回 

（7 月より） 

マンボ・ジャンボ

英会話教室 

ハーティガン・マ

イケル 

未就園児と 

保護者 

49 組

98 名 

3 
こどもえいご教室 

（キッズ） 

月 1 回 

（10 月より） 

マンボ・ジャンボ

英会話教室 

ハーティガン・マ

イケル 

年少～年長 16 

4 バレエ教室 
年 33 回 

（5 月より） 

バレエサークルＯ

Ｚ 

深澤伸子 

年少～中学

生 
368 

5 水彩画体験教室 4 月 21 日 
アトリエ 

長田結花 
一般 8 

6 水彩画教室 月 2 回 
アトリエ 

長田結花 
一般 51 

7 手ごねパン教室 月 1 回 
オレンジキッチン 

長田那美 
一般 80 

8 手ごねパン教室 2 月 12 日 
オレンジキッチン 

長田那美 
親子 

8 組 

16 名 

9 
ベビーマッサージ 

教室 
月 1 回 田代華奈子 

2 か月～よ

ちよちまで 

のお子さん

と保護者 

10 組

20 名 

10 陶芸教室 全 4 回 高鳥正則 高校生以上 32 

11 
ステンドグラス 

体験教室 
8 月 26 日 

ステンドグラス工房 

山崎誠一 
高校生以上 5 

12 ステンドグラス教室 全 4 回 
ステンドグラス工房 

山崎誠一 
高校生以上 20 

13 パソコン教室（初級） 全 4 回 荻島由明 一般 24 

14 
パソコン教室（初級） 

夜間コース 
全 4 回 荻島由明 一般 12 

15 パソコン教室（中級） 全 4 回 荻島由明 一般 15 

16 
パソコン教室（中級） 

夜間コース 
全 4 回 荻島由明 一般 15 
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17 パソコン教室（中級）Ⅱ 全 2 回 荻島由明 一般 3 

18 
パソコン教室（中級）Ⅱ 

夜間コース 
全 2 回 荻島由明 一般 2 

19 親子アイシングクッキー教室 5 月 1 日 金子知佐子 親子 
1 組 

2 名 

20 アイシングクッキー教室 5 月 24 日 金子知佐子 一般 4 

21 

母の日プレゼント教室 

（スクラップブッキング教

室） 

5 月 7 日 田代ゆきえ 年少～一般 14 

 

＜町民講座・ふるさと発見講座＞ 

№ 講座名 講座タイトル 実施日 講師 対象 
申込者

数/定員 

参加 

人数 

1 

町民講座① 

「小山町立図書館所蔵『安田

コレクション』と世界遺産富

士山」 

8 月 19 日 

県世界遺産セ

ンター整備課

准教授 

松島 仁 氏 

町内在住 

在勤者 
20/40 17 

2 

 

町民講座② 

「富士山真景図について」 

 

9 月 9 日 

上海博物館 

学芸員  

金 靖之 氏 

（キン   

ジュンツ）氏 

町内在住 

在勤者 
19/40 10 

3 
町民講座③ 

「富士山学について」 
10 月 21 日 

県世界遺産セ

ンター整備課

教授    

内山純蔵 氏 

町内在住 

在勤者 
24/40 14 

4 

ふるさと発見講座① 

「富士山須走口五合目で天

の川を観賞しよう！」 

8 月 5 日 
御殿場市立 

南中学校教諭 

小学生以上

の町内在住 

在勤者 

33/30 33 

5 
ふるさと発見講座②  

「宇宙建築について」 
8 月 10 日 髙田 大暉 氏 

小学生以上

の町内在住 

在勤者 

13/30 13 

 

＜その他＞ 

№ 事業名 実施日 場所 内容 参加人数 

1 原爆展 
8 月 3 日～ 

8 月 16 日 
展示室 

広島・長崎原爆 

パネル展示 
302 

2 第 60 回町民文化祭 
10 月 15 日～ 

10 月 16 日 
金太郎ホール 

展示・舞台・  

体験 
6,084 

3 生涯学習推進講演会 11 月 5 日 金太郎ホール やくみつる 氏 326 
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4 新春書道展 
1 月 4 日～ 

1 月 16 日 
展示室 

書道連盟会員の

作品展 
132 

5 小山町成人式 H29 年１月 8 日 金太郎ホール  169 

6 生涯学習フェスティバル 
2 月 25 日～ 

2 月 26 日 
総合文化会館 

展示・販売・ 

実演・体験 
1,731 

7 家庭教育学級  通年 

町内全幼稚園 

こども園 

小・中学校 

各学級 8～10 回

の講座を実施 

356 

 

 

＜NPO 支援室主催の講座等＞ 

 

イ 社会教育団体への助成 

連合婦人会、連合青年団等８団体に助成金を支出している。 

 

※評価等 

講師ボランティアや文化連盟加盟団体を活用し、「俳句を学ぼう教室」

等の趣味教室を開催したことは、町民との協働を進める政策として有効で

ある。 

一方、財政基盤が脆弱である各種社会教育団体への助成については、当

該団体の活動を支援する意味から、今後も助成していきたい。 

     平成２７年度から、指定管理者が趣味教室を実施し、平成２８年度も継

続実施した。 

（６）健康で明るい人生を支えるスポーツの振興 

ア 各種スポーツ大会等の開催・参加及び協力 

№ 大会名 対象 開催時期 場所 人数 

1 
町民スポーツ祭 

(野球、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰ

ﾙ、卓球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ｺﾞﾙﾌ) 

一般 
6 月 4 日～ 

7 月 10 日 
総合体育館他 395 

2 駿東地区小学生リレーカーニバル大会 小学生 6 月 4 日 
裾野市 

陸上競技場 

1001 

(町内 122) 

3 
しずおかスポーツフェスティバル 

パークゴルフ大会 

県内参加 

チーム 
8 月 25 日 パークゴルフ場 78 

NO. 事業名 場 所 実施日 内  容 

１ 広報力アップ講座 総合文化会館 年2回 
NPO、市民団体の方に効果的なチラシ

等を作成するための勉強会 

２ NPO設立相談 総合文化会館 月1回 NPO設立や会計報告等に関する相談会 
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4 小山町レクスポ祭 
町内参加 

チーム 
9 月 11 日 総合体育館 69 

5 町民体育大会 一般 10 月 10 日 多目的広場 1,151 

6 駿東地区レクスポ大会 
駿東地区内 

参加チーム 
11 月 20 日 長泉町 (町内 43) 

7 杉山祥子杯 バレーボール大会 
駿東地区 

女子中学生 
11 月 19 日 総合体育館 250 

8 第 17 回静岡県市町対抗駅伝競走大会 町民代表 12 月 3 日 静岡市 

選手 

30 

応援 

35 

9 富士マラソンフェスタ 2016 一般 11 月 19 日 富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ 2,114 

10 
町内一周駅伝大会 

周回コース駅伝大会 
一般 1 月 15 日 

町内 

多目的広場 
1,092 

11 スポーツ少年団交流大会 
スポーツ 

少年団 
2 月 11 日 総合体育館 206 

 

イ 各種スポーツ教室の開催 

  体育施設の指定管理が実施した。 

№ 教室名 場所 実施日 講師・指導者 対象 
参加

人数 

1 HIP HOP 教室① 総合体育館 全 7 回×3 期 シンコースポーツ 
4 歳以上～

未就学児 
39 

2 HIP HOP 教室② 総合体育館 全 7 回×3 期 シンコースポーツ 小学生 226 

3 脂肪燃焼サーキット 総合体育館 5 月 12 日 シンコースポーツ 
18 歳以上

の男女 
3 

4 
体幹コンディショニン

グ教室 
総合体育館 5 月 17 日 シンコースポーツ 

18 歳以上

の男女 
1 

5 卓球教室 総合体育館 
月 3 回 

(10 月～3 月) 
シンコースポーツ 小学生 152 

6 はじめてエアロ 総合体育館 
月 1 回 

(4 月～7 月) 
シンコースポーツ 

18 歳以上

の男女 
9 
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7 かんたんエアロ教室 総合体育館 3 月 23 日 シンコースポーツ 
18 歳以上

の男女 
7 

8 ピラティス教室 総合体育館 
10 月 4,18 日 

11 月 8,15 日 
シンコースポーツ 

18 歳以上

の女性 
8 

9 
体育教室 

（幼児クラス） 
総合体育館 全 30 回 カワイ楽器 年少～年長 415 

10 
体育教室 

（児童クラス） 
総合体育館 全 30 回 カワイ楽器 

小学 1 年

～5 年生 
502 

11 ヨガ教室 総合体育館 
月 1 回 

（8 月～3 月） 
シンコースポーツ 

18 歳以上

の男女 
23 

12 野球教室 小山球場 
9 月 11 日、12

月 17,24 日 
シンコースポーツ 小学生 4 

13 らくらくトレーニング 総合体育館 
月 2 回 

（4 月～7 月） 
シンコースポーツ 

18 歳以上

の女性 
18 

14 美ボディー教室 総合体育館 
月 1 回 

（4 月～6 月） 
シンコースポーツ 

18 歳以上

の女性 
6 

 

 

ウ スポーツ推進委員活動の推進 

小山町レクスポ祭、駿東地区レクスポ大会をスポーツ推進委員が行った。 

平成２４年度から毎月スポーツ推進の日を設け、スポーツ推進委員による

軽スポーツ等の普及指導を行っている。 

スポーツ推進委員を各種軽スポーツの指導に派遣している。 

駿東地区スポーツ推進委員連絡会が開催している研修会にスポーツ推進委

員が参加し、技術の向上に努めた。 

 

 

エ スポーツ施設の充実と開放 

（ア）学校体育施設の開放 

№ 学校名 登録団体数 活動種目 

1 成美小 ７ ﾐﾆﾊﾞｽ ﾊﾞﾚｰ 太極拳 ｻｯｶｰ等 

2 明倫小 ８ ﾐﾆﾊﾞｽ ﾊﾞﾚｰ ｿﾌﾄﾐﾆ 剣道 ｻｯｶｰ等 

3 足柄小 ３ ﾊﾞﾚｰ 剣道 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ等 

4 北郷小 １０ ﾐﾆﾊﾞｽ ﾊﾞﾚｰ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ｲﾝﾃﾞｨｱｶ ｻｯｶｰ 野球等 

5 須走小 ５ ﾐﾆﾊﾞｽ 空手 ｻｯｶｰ 空手等 

6 小山中 ３ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ｿﾌﾄﾐﾆ 野球等 
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7 北郷中 ８ ﾐﾆﾊﾞｽ ﾊﾞﾚｰ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ﾊﾞｽｹｯﾄ 剣道等 

8 須走中 ３ ﾊﾞﾚｰ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 空手等 

 

（イ）スポーツ推進の日 

スポーツ推進委員がファミリーバドミントン、輪投げ、ペタボード、ド

ッジボール、ラジオ体操、縄跳び等の実技指導を担当し、毎月実施してい

る。 

 

オ 各種スポーツ団体の育成、助成 

（ア）体育協会への助成 

総合体育館内に事務局をおき、業務に従事できる体制を敷いている。ま

た、体育協会の組織向上のため、町民スポーツ祭、富士マラソンフェスタ、

町内一周・周回コース駅伝大会等の開催を委託したほか、スポーツ少年団

の事務局として交流大会を開催する等、体育協会及び関連団体の組織力向

上を図った。 

 

（イ）地区体育スポーツ振興会の助成 

地区体育大会開催団体に、地区体育大会等のため経費の一部として助成

金を支出した。 

 

（ウ）国体等出場者への助成 

2016 世界競歩チーム選手権大会(川野将虎)、駿東地区レクスポ大会 他 

     １７の個人団体に奨励金を交付した。 

 

※評価等 

小学生から壮年までが参加できる種目を実施し、スポーツ人口の増加を

図った。今後も、スポーツ推進委員、体育協会、地区体育振興会等と連携

のもと、更なる継続を図っていく。 

住民協働の観点から、体育協会の更なる組織力の向上を推進するため、

その方策を検討していく。 

 

（７）地域に根ざした小山町文化の継承と創造 

ア 文化活動の推進 

（ア）芸術文化事業の実施 

幅広い年齢層が芸術文化に親しみ、文化意識の高揚を図るため、多彩な

催し物を指定管理者が実施した。 

№  事 業 名 実施日 集客数 

1 
ドリーミング 

ファミリーコンサート 
6月 11日 554人 

2 小学校芸術鑑賞会 6月 23日 944人 

3 富士山金太郎夏まつり 7月 30日 － 

4 第２回小山町よしもとふるさと劇団公演 8月 27日 393人 
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5 中学校芸術鑑賞会 11月 1日 500人 

6 杉山清貴＆沢田知可子 Heartful Song Concert in 小山町 11月 12 日 522人 

7 クリスマスファミリーコンサート 12月 25 日 568人 

8 人形劇フェスティバル 1月 22日 184人 

 

（イ）町民文化祭 

10 月 15 日(土)、16日(日)で実施。第６０回記念事業を行った。展示部

門では８つの部が体験コーナーを開設。パンフレットには抽選券を付け集

客数の増加を図った。ボランティアの中学生、高校生も大活躍した。 

 

（ウ）文芸誌「駿河路」の発刊 

     毎年、俳句、短歌等に親しむ町民を対象に、駿河路への投稿を募集し、

編集委員会にて作品検討及び校正後、一般に販売し、投稿者には無料にて

配布した。 

 

（エ）文化団体育成のための助成 

小山町文化連盟に助成を行った。 

 

（オ）文化団体活動の支援 

小山町文化連盟等の年間事業及び２市１町での華道展及び書道部、写真

部の展示会に支援を行った。 

 

イ 文化財の保護 

（ア）文化財の活用普及 

町内外からの文化財の問い合わせ及び視察等に対応し、参加者の年齢等

に応じて解説を実施するとともに、各種団体及び来町者に講義を行う等文

化財の周知・啓発活動に意欲的に取り組んだ。 

 

 

ウ 図書館活動の充実 

（ア）ボランティアによる年齢にあった図書活動の実施 

毎週土曜日に図書館おはなしコーナーでおはなしの会の実施及び小学校

や保育園等からの派遣要請に応え、出張おはなしの会（１６回）を実施し

た。 

 

（イ）各種図書館事業の実施（お話しの会等） 

 事業名 月日 内容 講師等 

1 子ども読書の日 5/14（土） 

おはなしの会、 

工作体験、リサイ

クル市 

ボランティア 

2 おはなしの会 毎週土曜日 
絵本、紙しばいな

どの読み聞かせ 
ボランティア 
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3 夜のおはなし会 8/20,10/22（土） 
人形劇、大型絵

本、素語りなど 
ボランティア 

4 館内整理 全 8 回実施 ボランティア 

5 蔵書点検 11/14～11/18 
蔵書資料の点検作

業 
図書館職員 

6 ブックスタート 
4/13,6/15,8/17,10/19, 

12/14,2/15 

5,6ヶ月児を対象

に、絵本を介して

の子育て支援 

ボランティア 

7 

セカンドブックプレゼ

ント（読書通帳プレゼ

ント） 

2/3,2/7,2/16,2/17 

町内小学校 新入学

児童へ絵本を介し

て読書推進支援 

生涯学習課職員 

8 
「小山町の図書館」発

行 
毎年 7月 

小山町立図書館の

沿革や施設の概要

等記載 

生涯学習課職員 

9 図書館選書ツアー ８月 17 日（水） 蔵書の選書体験 
町立図書館図書

館司書、生涯学

習課職員 

 

（ウ）夜間延長開館の実施 

     午後６時まで（金・土は午後 7時）開館時間延長を実施した。 

（エ）町史の無償配付の実施 

     平成２４年８月１日から、町史の無償配付を希望者に行っている。 

（オ）移動図書館の充実 

     本庁・須走支所・足柄支所にある移動図書の入替作業を年４回実施した。 

 

エ 生涯学習社会の指導者づくり・施設の活用の推進 

（ア）学校施設・設備の活用 

学校の施設を有効活用し、学社連携・地域住民の生涯学習を推進するた

め、寄贈された民具が収蔵されている明倫小学校の民具収蔵庫を活用し、

各種委員等へ民具の説明を行った。 

 

（イ）団体やボランティアによる各種教室の開催 

文化連盟加盟団体や講師ボランティアに趣味教室の講師を、また、町民

文化祭や生涯学習フェスティバルで、体験部門を充実させることで参加団

体が他者へ教えるということを実践し、団体や個人のスキルアップに繋が

った。 

一方、スポーツ教室も、総合型地域スポーツクラブにより、体育協会加

盟団体等を活用し実施することで指導者の育成を図った。 

 

（ウ）生涯学習センター施設等利用増進 

     体育施設に指定管理制度を導入し、民間活力による施設運営を推進して

いる。また、図書館では開館時間を金曜日と土曜日は１９時まで、その他

は１８時まで延長し、利用者の利便性を図っている。 
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※評価等 

芸術文化事業については、質の高いものを確保しながら、住民の文化に

親しむ機会を作ってきた。 

芸術文化事業は、平成２７年度から、指定管理者による運営となったが、

今後も引き続き幅広い年齢層が文化芸術に親しんでいただけるよう、来場

者のニーズを的確に把握し、より質の高い多彩な自主文化事業の開催に向

け、適切にアドバイスを行っていきたい。 

文芸誌「駿河路」については、寄稿者の高齢化が進み、投稿数が減少し

ていることから、若年層への周知方法を検討していきたい。 

図書館の蔵書の充実については、富士山や世界遺産関連等、地域の特色

を出すことのできる蔵書を、計画的かつ継続的に揃える必要がある。 

初の試みとして、「図書館選書ツアー」を実施した。平成 28 年度は、

小・中学生を対象とし、児童書を中心とした蔵書の選書体験を行い、多く

の本に出会う機会となった。 

小山町文化連盟の組織力強化を図るため、継続的に支援を実施していく。 

 

（８）「明日の社会」を作る教育の推進 

ア 明るく豊かな共生社会の形成を目指す 

（ア）ボランティア活動の推進 

     ボランティア支援センターを設置し、趣味教室等での活用を図った。 

講師ボランティアを随時募集し、生涯学習課主催事業に多数の協力を得

た。 

青少年教育の一環としてまた、地域とのつながりを大事にするため、中

学生ボランティアが図書館や金太郎夏まつり等で活動した。特に、充実し

たボランティアを体験させるため、ハロウィーンパーティー、生涯学習フ

ェスティバルでは事前研修を実施し、中学生によるゲームやブースの企画、

運営を行った。また、子ども会の中に、中・高生を中心にジュニアリーダ

ースクラブがあり、子ども会事業やフェスティバルで活躍をした。 

 

（イ）男女共同参画社会づくりへの支援 

     平成 25 年度から町の企画調整課から生涯学習課に担当が移行した。平

成 28 年度は平成 28 年 11 月 15 日に、第 4 次小山町男女共同参画社会づく

り行動計画策定アドバイザーの静岡大学人文科学部教授 日詰一幸 氏を

講師として『男女共同参画の現状と女性活躍推進法』と題した講演会を実

施し、町連合婦人会等 50 名が参加した。 

     その他各種行事への女性の参加呼び掛けや、各種委員への女性参加につ

いて引き続き依頼を行った。 

 

イ 異文化との交流と自然との共生の実現 

（ア）国際理解の推進 

     スポーツ交流や講演会等への後援申請を行い、国際理解の推進を図るべ

く支援を行った。 

   

ウ 民間活力の活用 

ＮＰＯ支援室が主催する NPO相談会を定期的に開催するとともに各種団

体等の支援を実施した。 
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※評価等 

インターネットの普及や都市化のために地域のつながりが希薄になりつつあ

るなか、共生社会を実現するためボランティアの重要性が増大している。その

ため、少年期におけるボランティア体験を推進することが求められることから、

中学生ボランティアの充実を推進していきたい。 

男女共同参画についても、男性の育児休暇の推進等、周知徹底していきたい。 

 

（９）芸術文化事業入場者の満足度 

目標値 ８０％ 

実績値 ７９．１％ 

実績値の算出方法については、これまでに実施済の公演来場者アンケートの

回答の集計を基に算出した。各公演におけるアンケートの総回答数（記述があ

るものに限定）に対し、満足を得られた旨の回答の割合を算出した。内訳につ

いては下表のとおりである。                        
(H29.3.末現在) 

№ 芸術文化事業名 期 日 集客数 
ｱﾝｹｰﾄ 

総数 

ｱﾝｹｰﾄ記述

あり(A) 

「満足」 

回答数(B) 

満足度

(B/A)％ 

1 
ドリーミング 

ファミリーコンサート 
6/11 554 157 157 129 82.2 

2 
小山町よしもとふるさと

劇団公演 
8/27 393 127 127 93 73.2 

3 

杉山清貴＆沢田知可子 

Heartful Song 

Concert in 小山町 

11/12 522 244 244 186 76.2 

4 
クリスマスファミリーコ

ンサート 
12/25 568 259 259 219 84.6 

計 2,037 787 787 627 79.1 

 

※評価等 

アンケート実施事業の実績値としては、「満足」「やや満足」と回答した

来場者は７９．１％であり、前年度の７６．４％を上回る結果となった。 

平成２７年度から指定管理者による公演事業となったため、町民のニーズ

に合った公演実施ができるよう、適切にアドバイスを行った。 
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 教育委員会事務に関する数値目標 

 
目標項目 

初年度値  
（Ｈ27年度） 

現状値  
（Ｈ28年度） 

目標値 

(目標年度) 
備考 

1 

 

子ども（3 歳以上）は、先

生に親しみを感じている(好

きです。)。（保育園・こど

も園・幼稚園の保護者ｱﾝｹｰﾄ

の割合） 

-     

(注 1) 

-  

(注 1) 
95%(H32)  

2 先生に子どものことについ

て相談できる。（保育園・

こども園・幼稚園の保護者ｱ

ﾝｹｰﾄの割合） 

92% 94.8% 95%(H32)  

3 学校が楽しい（小学校の児

童ｱﾝｹｰﾄの割合） 
89.8% 91.0% 95%(H32)  

4 授業が分かる（小学校の児

童ｱﾝｹｰﾄの割合） 
90.8% 91.5% 95%(H32)  

5 信頼できる先生がいる（小

学校の児童ｱﾝｹｰﾄの割合） 

-     

(注 2) 

-     

(注 2) 
95%(H32)  

6 学校が楽しい（中学校の生

徒ｱﾝｹｰﾄの割合） 

-     

(注 2) 

-     

(注 2) 
95%(H32)  

7 授業が分かる（中学校の生

徒ｱﾝｹｰﾄの割合） 
80.6% 83.5% 95%(H32)  

8 信頼できる先生がいる（中

学校の生徒ｱﾝｹｰﾄの割合） 
70.8% 69.0% 95%(H32)  

9 子育て支援に関する満足度

（「安心して子どもを生み

育てる環境が整っている」

と回答する町民の割合） 

42% 43% 50%(H31) イ 

10 
保育園待機児童数 0人 

0人 

※ 4月 1日 
0人(H31) イ 

11 
ぺんぎんランド参加者数 5,195人 4,465人 

5,000人

(H31) 
イ、ロ 

12 「生きる力を育む学校教育

が行われている」と回答す

る町民の割合 

44% 45% 50%(H31) イ 

13 「子どもの教育について、

学校・家庭・地域の連携が

取れている」と回答する町

民の割合 

51% 49%(H28) 55%(H31) イ 

14 放課後子ども教室箇所数 1箇所 2箇所 3箇所(H31) イ、ロ 

15 「生涯学習活動の機会や場

が充実している」と回答す

る町民の割合 

44% 49% 50%(H31) イ 

16 「図書館が便利で使いやす

い」と回答する町民の割合 
42% 42% 50%(H31) イ 

17 家庭での読書時間について

「毎日読む」「１週間の中

で読む日がある」子どもの

割合 

就学前 87% 

小学校 71% 

中学校 39% 

 

就学前100% 

小学校80% 

中学校50% 

ハ 

18 子どもの読書環境について

「満足している」「ほぼ満

足している」保護者の割合 

就学前 87% 

小学校 81% 

中学校 75% 

 

就学前95% 

小学校90% 

中学校90% 

ハ 
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目標項目 

初年度値  
（Ｈ27年度） 

現状値  
（Ｈ28年度） 

目標値 

(目標年度) 
備考 

19 子どもの読書の大切さについ

て「とても大切だと思う」

「少しは大切だと思う」保護

者の割合 

就学前 93% 

小学校 90% 

中学校 86% 
 

就学前100% 

小学校100% 

中学校100% 

ハ 

20 「おはなしの会」を知ってい

る保護者の割合 

就学前 80% 

小学校 77% 

中学校 74% 
 

就学前100% 

小学校90% 

中学校80% 

ハ 

21 「伝統文化や郷土を大切にし

ている」と回答する町民の割

合 

65% 54% 70%(H31) イ 

22 「みんなが気軽にスポーツを

楽しめる環境が整っている」

と回答する町民の割合 

37% 43% 50%(H31) イ 

23 体育施設(総合体育館、多目

的広場、小山球場、小山道

場、弓道場、夜間照明施設、

トレーニング室)利用者数 

66,422人 71,404人 
80,000人

(H31) 
イ、ロ 

24 「次世代を担う子どもたちが

健やかに成長している」と回

答する町民の割合 

64% 65% 70%(H31) イ 

25 家庭教育支援員による子育て

講座及び教育相談の参加者数 
0人 235人 380人(H31) イ、ロ 

26 学校応援ボランティア利用回

数 
15回 20回 12回(H31) イ 

27 通学合宿等参加者数 137人 149人 250人(H31) イ、ロ 

28 全中学生数に占めるボランテ

ィア登録数の割合 
44% 54.4% 50%(H31) イ、ロ 

29 「地域間交流や国際交流が活

発に行われている」と回答す

る町民の割合 

27% 33% 50%(H31) イ 

※「備考」欄 

イ:第 4次総合計画後期基本計画における目標 

ロ:「まち・ひと・しごと創生総合戦略」におけるＫＰＩ（重要業績評価指標） 

ハ:第 2次小山町子ども読書活動推進計画における参考目標 

※注 1：保育園・こども園では、0～2 歳児の保護者ｱﾝｹｰﾄが含まれているため、3 歳以上児のｱﾝｹ

ｰﾄを特定できなかったので、「－」の表記としました。 

※注 2：各校の質問表現が異なるため、平均が算出できなかつたため、「－」の表記としました。 
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〈学識経験者の本評価に対する意見〉 

 

  学識経験者として、岩田 実氏（町放課後児童クラブ指導員・元学校長）及び、

湯山 薫氏（町立小学校低学年書道指導員・元教諭）から意見を聴取したところ、

意見は次のとおりであった。 

 
Ⅰ 評価対象期間の設定に関すること  

点検評価の対象期間を「前年度の４月から３月までの１２ヶ月」としているこ
とについては適切である。また、事務局による取りまとめ（７月～８月）、教育
委員会会議（８月）、学識経験者からの意見聴取（９月）、教育委員会審議・議

会へ提出（９月）とになっているのは適切と考える。 

 
Ⅱ 評価書の公表 
    公表の方法（町のホームページ等）を、具体的に表記することはよいと考える。 
 

Ⅲ 点検評価について 

１ 「教育委員会の活動」について 

（１）教育委員会の運営状況 

  エ 教育委員会会議開催・運営上の工夫 

  （ア）・小中学校での教育委員会会議の開催など、直接教育現場を見聞するこ 

とは行政と現場の橋渡しとしてとても大切で、子どもたちや学校の現状

を理解する良い機会となる。机上の会議だけでなく現場を見ることの大

切さを今後も継続してもらいたい。また毎回、重要な審議内容があり、

充実した会議であると伺えた。 

 

  （イ）・組織が硬直化せず、風通しが良いことは重要である。互いに切磋琢磨

し、多方面から多様な意見や話し合いができる雰囲気を大切にしたい。 

 

２ 「教育委員会が管理・執行する事務」について 

（１）教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること 

  ・教育振興計画（H28~H37）及び概要版を発行し、これからの小山町の教育に

関する見通しを作成したことは評価できる。「絵にかいた餅」とならぬように、

１～７の施策に対して当たり前ではあるが PDCA サイクル（何をどの施策に対

して、どのようなことをしたのか。その結果こうなった。だから次年度はこの

ような案で。）を今後も重視し、1 年ごと「見える化」することを望みたい。 

  ・町内の教育にかかわる人たち全員（幼稚園教諭・保育士・教諭等）特に、直

接子どもと関わる最前線の人達までこの「教育振興計画」を共有させる方法を

考え、どんな状態になってもベクトルが同じ方向を向いて目標達成のための推

進を望みたい。 

 

３ 「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」について 

（１）生涯学習の環境整備 

ア 生涯学習推進体制の整備～オ 町民文化祭の充実  
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・生涯学習センターのいろいろな施設が指定管理になって２年目なので、指定

管理との仕事の分担もスムーズであり、生涯学習の事業内容の点においても、

非常に評価されると思われる。 

   ・２８年度、生涯学習課は役場本庁内に置かれたが、町民は、生涯学習課は総 

合文化会館内にあるとずっと認知している。総合文化会館内の方が良いと思わ

れた。また、課の休みも日・月にした方が町民にとってはありがたいのではな

いかと思われる。 

 

 オ 学校支援地域本部の体制整備と事業の推進 

 ・学校支援地域本部の事業推進であるが、町民との協働を進めるために、町民

にもっと静岡県の教育振興基本計画～社会総がかりで取り組む「有徳の人づく

り」～を宣伝する必要がある。町のお便りや区長会で宣伝したり、老人会に呼

びかけたり…いろいろな場を利用して宣伝されたい。 

・現在登録されているボランティアの活用は勿論だが、学校のニーズに合った 

ボランティアの人材バンクも必要である。地域ぐるみの子育てを宣伝しつつ、

各校ごとの人材バンクを早く設立すべきと考える。 

 

 カ 中学生ボランティアの充実 

  ・少子高齢化社会の中で中学生は十分社会の担い手として活躍できると考える。 

また、現実に「場」を提供することで多くの場面で活躍していることを見てき

ている。これからも社会参加活動を充実して欲しい。 

・活動の範囲が広がっているようで、とても素晴らしいことと思われる。また、 

生徒たちもボランティアに参加して、感じ取るものが多いのではないでしょう 

か。さらに推進されたい。 

 

（２）幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校教育の充実 

 ア 乳幼児の個性が活かされ、温かさが実感できる幼・保・こども園 

  （ア）乳幼児の個性が活かされ、温かさが実感できる幼・保・こども園 

・地域や保護者に開かれた幼・保・こども園であってほしいと願っている。

その意味で、気軽に子育ての悩みなど相談できるように仕掛けたのは素晴ら

しいと思われる。 

 

  （ウ）研修を推進する 

・私立菜の花こども園が「小山町幼保の会」に加入し、町内の教育の一貫し 

た体制が整備されつつあることは評価できる。公立とは違う私立の特性も生 

かしつつ発展して欲しい。 

 

  （エ）子育て支援拠点センター 

・来年度、独立した形で「子育て支援センター」が開設されることになった。

単独施設の開設でより充実した子育て支援が期待される。 

 

 （カ）国際理解に努める 

・ＡＬＴによる英会話教室が学校に定着し、子どもたちが楽しそうに学んで 

るのを目にします。英語を通して学んでいることがたくさんあると思われる 

ので今後も実施されたい。 
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  （コ）特別支援教育等保育の充実と安全のために支援員を定数外配置する 

・特別な支援を要する子どもが増えているのが現状である。特別支援教育の 

重要性が高まっている中、特別支援員 16 名を配置したのは幼児教育の現状 

に即した配慮がうかがえる。たくさんの目でみて、多様な働きかけをしてや 

ることは大事なことであり、今後も専門性を高めるための研修を充実させな 

がら、拡大継続して欲しい。 

 

  （サ）環境の整備に努める 

   ・各園各校の環境整備ですが、校庭の大きな植木については、ボランティ 

アに頼るだけでなく、定期的に手入れをすることが必要と思われる。 

 

  （セ）園庭の芝生化 

・園庭の芝生化を維持していくことは大変なことである。10 年先 20 年先 

を考えると地域のボランティアや保護者に頼りすぎることは考えないとい 

けない。幼稚園や保育園・こども園の組織としてどう維持すべきかという 

ような発想を持つべきであると考える。 

 

  （チ）園・小・中の連携について 

     ・幼保・小・中の連携は大切である。子どもの育ちを知るのは大事なこと

で授業を見せてもらったり保育を見せてもらったり、大いに交流・連携さ

れたい。 

 

 イ 明るく楽しい小学校、学ぶ喜びのある中学校、可能性を伸ばし夢のある 

特別支援学級 

   (ウ）児童生徒の基礎学力の定着を図るとともに、評価の充実に努める 

・基礎学力の定着は学校教育の根幹であると考える。ここをおろそかにす 

ることはできない。関わる人間が多ければよいというわけではないが、多 

くの人に見守られながら学習することはより学力の定着につながると思う。 

去年より今年・今年より来年と多くの人材を配置して欲しい。 

 ・低学年支援は有効に機能しており、教員が子どもと向き合う時間がしっ 

かりと確保されているようだ。また、支援を要する子どもへの対応も素早 

く行える良さがある。今後も継続して欲しい。 

 

  （エ）不登校・生徒指導対策を進める 

・不登校・生徒指導 社会生活の多様化などにより、今後も問題はより複 

雑化しながら増加することが予想される。受け皿として社会が総がかりの 

体制がますます必要となり、より児童生徒に寄り添った指導や支援が求め 

られる。適応教室の設置・社会教育指導員・こども相談員・ＳＳW・ＳＣ 

等多くの人や組織がかかわって活動している様子は理解できる。 

・課題を持つ児童に振りまわされながらも、日々学級経営をしている教員 

は精神的につかれている。学校全体で対応しようとしているが経験に頼る 

ことが多く、改善することは難しい状態にある。 

    ・学校１人に教員で窓口する人が欲しい。（たぶん生徒指導担当が行って 

いると思うが）小規模校の学級担任では校務分掌を複数抱えて無理がある。 

教頭も仕事があり多忙を極めている。 
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・いじめについては初期対応が大事になってくる。子どもたちと最前 線

で向き合う学級担任の力は大きい。そのため教師の授業力向上はもちろん

のこと人間力を育て磨き、子どもたちにとって魅力あふれる人間教師とし

て育てて欲しい。 

 

   （サ）学校図書館の充実を図る 

・図書館支援員の設置は、子どもたちを本好きにするために効果を果た

している。 

○子どものニーズに合った選書（新刊購入のアドバイス） 

○図書館環境の充実 

○授業や学習に役立つ図書コーナーの設置 

○読み聞かせにより、読書の興味を持たせる 

     この活動を継続することが望まれる。 

 

   （タ）児童生徒の学校内外における安全、安心を図る 

・今日的な課題として、「Ｊアラート」が発令された場合、どのように

安全安心を図るのか考えなくてはならない。 

      ・登校時の交通安全確保のために交通指導員さんが活動されているのは 

大変ありがたい。下校時の安全確保という意味で、保護者や地域住民が

見守るという活動が一時に比べると少なくなってきているように思われ

る。ボランティア活動なので継続することの困難さを感じる。 

 

 （３）児童福祉の充実 

   ア 子育て支援の充実 

（ア） 放課後児童クラブの活動 

・規模の小さい学校では、新入児童の約半数が利用している現状である。 

この活動は、子どもの育成にとってなくてはならないものになっている。 

放課後児童クラブの支援員さん達の工夫と努力で子ども達が安心して生活 

できる場になっている。今後も、この活動を充実されたい。 

・子どもたちを受け入れる施設の充実。働く保護者の増加によって今後も 

放課後児童クラブ利用者の増加が予想される。特に間借りしている状態の 

足柄学童クラブについては一日も早く新しい施設を整備されたい。 

 

（イ）延長保育（ウ）一時的保育 

・延長保育、一時保育等様々な手が差し伸べられるようになっていきて

おり、子育て支援が充実してきているのを感じる。 

 

（４）青少年を育む活動及び家庭教育の推進 

ア 青少年を健やかに育む 

（イ） 青少年健全育成団体活動への支援 

・青少年を健やかに育む事業が多岐にわたって行われているのを感じる。

参加者も多いようで、事業展開に努力・工夫が感じられる。 

イ 家庭教育の充実 

    ・家庭教育支援員については、６０代以上の年配の支援員だけでなく、中

高生を子育て中の４０代・５０代の方々も起用すると良いのではないか。

年代が近いと相談される方が相談し易いと思われる。 
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・家庭教育の推進については、役割を考えると更なる推進が望まれる。 

 

（５）豊かな人生を創出する社会教育の充実 

   ・各種教室、講座等が多分野に渡って開催されていると評価する。このま

ま継続されたい。 

 

（６）健康で明るい人生を支えるスポーツの振興 

・多彩なスポーツの大会や教室が開催されており、高く評価できると思わ

れる。 

     

（７）地域に根ざした小山町文化の継承と創造 

・町民が文化に親しめるように努力が払われていると評価する。 

・ボランティアによる読み聞かせ活動が実施されていますが、素晴らしい 

と思れる。小山町は、出生時、小学校入学時と２回にわたって子どもたち 

に本をプレゼントしている。プレゼントと読み聞かせ活動を核に、本が好 

きな人が増えることを望む。 

 

 

 （８）「明るい社会」を作る教育の推進 

  ア 明るく豊かな共生社会の形成を目指す 

（ア）ボランティア活動の推進 

・中学生ボランティア活動の推進はすばらしいと評価する。中学生がいろい

ろな催し等で、活躍する場面をよく見ることができた。準備の段階で大変な

苦労をうかがうことができる。また、小山高生の参加なども積極性を感じた。

町内在住の高校生（小山高以外）大学生等の参加も促したい。 

 

  （イ）男女共同参画社会づくりへの支援 

・男女共同参画については、女性は勿論だが男性にも広く周知・理解して 

もらうことが必要である。さらに推進されたい。 

 

（９）芸術文化事業入場者の満足度  

・実績値 79,1％は目標値をほぼ達成で素晴らしいと評価する。町民も参加 

     できる事業ありは評価が高いと思われる。これからも町民の満足度が上が 

るよう進められたい。 


